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　町内で運動会
の季節を迎え、

選手の子どもたちはもちろん、応援する
保護者も熱が入っています。私も子ども
の応援に熱くなりすぎたせいか、運動会
の次の日から４０度を超える熱が出てしま
いました。「もう死ぬかもしれん」と冗
談を言っていると、子どもが『ママがお
ばけになっちゃった！のぶみ【作】／講
談社』という絵本を借りてきて、読み聞
かせをしてくれというのです。読んでみ
ると主人公のママがびっくりするくらい
自分に似ている上、ストーリーの良さも
相まって思わず男泣きしてしまいました。
　さあ、火曜日からが大変でした。二日
も寝込んだため、広報の締め切りがピン
チに。人間追い込まれると信じられない
集中力を発揮するものです。何とか締め
切りには間に合いましたが、その夜、再
び４０度の熱が私を襲い、本当に「パパが
おばけになっちゃった」になるところで
した。

編集後記

シリーズ　消費生活相談�64 
「プリペイドカードの悪用に関する」相談

◇事例（２０代、女性）
　「メールで相談に乗ると３０万円の報酬がもらえる」という言葉につられ、
出会い系サイトに登録した。メールの送受信や連絡先交換で費用がかかると
言われ、クレジットカードやプリペイドカードで次々と支払いをしたが、い
つまでたっても報酬が受け取れず、だまされていることに気が付いた。支
払ったお金を返してほしい。
　クレジットカード会社、決済代行業者およびプリペイドカードの発行会社
へだまされた経緯を書面で通知したところ、クレジットカード決済分につい
ては全額返金され、プリペイドカード決済分についても、電子マネーで全額
返金されました。今後は知らない相手からの儲け話を安易に信じないよう助
言しました。
　悪質業者は、消費者からプリペイドカード番号を取得するとすぐに使用す
るため、被害に気付いた時には、既に金銭的な価値がなくなっている場合が
多いです。しかし、悪質業者が利用する前にプリペイドカードの発行会社へ
連絡すれば、使用を停止することが可能な場合もあります。トラブルに遭っ
た場合は、早めに発行会社へ連絡しましょう。
◎　消費生活相談（無料）を行います。ご利用ください。
■日　時　１１月１１日（水）（毎月第２水曜日）
　　　　　午前１０時～正午、午後１時～午後４時
■場　所　中央公民館２０５号室
■問い合わせ先　産業観光課　�（４８）１１１１（内２３４・３６９）
※　知多消費生活相談室 （知多県民センター内） でも消費生活相談を行っています。
　月曜日～金曜日　午前９時～午後４時３０分　�（２３）３３００
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■人権・行政・心配ごと相談
　５日（木）、１９日（木）
　場　所　オアシスセンター（保健センター）
　時　間　午前９時３０分～午前１１時３０分
　※　電話での相談も受け付けます。
■無料法律相談（事前に予約が必要）
　１９日（木）
　場　所　オアシスセンター（保健センター）
　時　間　午後１時～午後４時
■問い合わせ先
　住民福祉課�（４８）１１１１（内３０６）

�

�

�

�

�������������������������������������

�������������������������������������

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �

１１月５日（木）
場　所　中央公民館
時　間　午後１時３０分～午後４時３０分
　NPO法人知多地域成年後見センター
では、成年後見制度巡回相談（事前に
予約が必要）を毎月行っています。
■問い合わせ先
　半田後見事務所（半田市福祉文化会館内）
　�（２１）０８１１
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佐々木　直　様
　「ふるさと阿久比応援寄付金
（ふるさと納税）」で町に１万円
をご寄付いただきました。
植松　直美　様
　「ふるさと阿久比応援寄付金
（ふるさと納税）」で町に３千円
をご寄付いただきました。

●ご寄付ありがとうございます

（今回から袋の文字色が入れ替わりました）
■期　日　１０月１８日（日） 
　※　小雨決行（雨天の場合は中止）
■時　間　午前７時～午前８時
■主　催　ゴミゼロ運動推進連絡会・阿久比町
■問い合わせ先
　建設環境課環境係　�（４８）１１１１（３１７・３１０）

に参加ください 


